
（様式１） 
                            平成 29 年 12 月 27 日 

つくば市記者会 御中 

 つくば市経済部農業政策課  

タイトル 

「つくばワイン・フルーツ酒特区」が認定されました！ 

＜項目＞(あてはまるものすべてにチェック) 

□イベント・会議等の事前周知依頼   □イベント・会議等の取材依頼  

■イベント会議以外の事業の周知依頼  □参加者募集の告知依頼 

□その他（                     ） 

＜概要＞ 

 つくば市が国に申請していた構造改革特別区域計画（「つくばワイン・フルーツ酒特

区」）が，平成 29 年 12 月 26 日付で内閣総理大臣から認定されました。 

 このことにより，市内全域でワインや特産果実のお酒等が製造しやすくなるとともに

ワイナリー等の建設が期待されます。 

●内容 

構造改革特区の認定は，43 回目となり，今回認定された構造改革特別区域計画はつく

ば市を含め全 17 件です。 

つくば市の計画は, 「特産酒類の製造事業」にあたり，茨城県内では初めてです。（関東

では,第 42 回までに５件，今回，新たに３件が認定されました。） 

 この認定により, 製造免許の申請時において酒税法の酒類の最低製造数量基準が緩和

されます。(ワインの場合６kl から２kl になります。) 

●期待される効果 

 本特区を契機として新たな特産品「つくば産ワイン」等が製造されることで，地域の

産業や観光の活性化に寄与されることを期待しております。また，ワインと市産農産物

とのマリアージュ（ペアリング）等による農産物のブランド化も図っていきたいと考え

ております。 

●現状 

 市内におけるワイン用ブドウの作付け農家は３名で，平成 24 年から始まりました。 

なお，今回の特区を受けワイナリー建設を希望する方は２名です。（別添資料参照。も

う１名については，規模が大きく規制緩和を必要としません。） 

●その他・ポイント 

 筑波山周辺の花崗岩質が風化した土壌は，世界的に有名な生産地であるローヌ(仏)，

サルディーニャ(伊)等と同様であり，生産されるワインの味わいに期待ができます。ま

た，気温や風などの気候条件も国内有名葡萄産地である甲府等にも劣りません。 

※「構造改革特区」とは 

実情に合わなくなった国の規制について，地域を限定して改革することにより地域の

活性化を目的として平成 14 年度に創設されたもの。 

 

全 3 枚（本紙含む） 



 

つくばワイン・フルーツ酒特区 

 

 
 

都道府県名： 茨城県 

 

申請主体名： つくば市 

区域の範囲： つくば市の全域 

特区の概要： つくば市の農業は、高齢化や後継者不足、遊休農地の

増加等の課題がある一方、６次産業化や農業体験受入れ

等に積極的に取り組む農業者も増えている。 

本市は気候と土壌がぶどう生産に適しており、近年、

遊休農地を活用しワイン用のぶどう栽培をする新規就農

者が現われている。またブルーベリー等の栽培も盛んで

ある。小規模な施設での酒類製造を可能とし、つくば産

のワインやフルーツ酒を新たな特産品とすることで、新

規就農者の確保と遊休農地の解消、さらには所得向上に

よる安定的な農業経営の実現を図るとともに、市内飲食

店での地元産酒類の提供を通じて市内農業のＰＲや都内

等近隣からの観光客の誘致を図る。 

適用される規制の特

例措置： 

特産酒類の製造事業 

ワイン用ぶどう畑 

 

 

つくば市の 

都市と田舎が融合した街並み 



実施主体の特定の状況 

 

① 主体が既に特定されている場合 

 

名 称 Bee’s Knees Vineyards（ビーズニーズヴィンヤーズ） 

代表者 今村 ことよ （平成 29 年 12 月法人化予定） 

住 所 つくば市神郡 2565 

概 要 設立年月日：平成 27 年１月１日 

業種：農業 

業務概要：平成 27 年より筑波山麓南側にてワイン用ぶどうの

栽培を開始。平成 28 年には，少量収穫し委託醸造にてワイン

の製造を実施。 

赤ワイン用ぶどう品種 

シラー，カベルネソーヴィニヨン，メルロー 等 

白ワイン用ぶどう品種 

セミヨン，シャルドネ，ヴィオニエ 等 

 

自己の酒類の製造場の所在地：つくば市臼井 2534 

（平成 31 年８月製造開始予定） 

 

 

 

名 称 髙橋 学 

（Ｔｓｕｋｕｂａ Ｖｉｎｅｙａｒｄ） 

 

住 所 つくば市栗原愛染 2973 

概 要 設立年月日：平成 26 年 11 月１日 

業種：農業 

業務概要：平成 26 年よりワイン用ぶどうの栽培を開始。平成

28 年度には，少量収穫し委託醸造にてワインの製造を実施。 

赤ワイン用ぶどう品種 

山ソーヴィニヨン（山葡萄＋カベルネソーヴィニヨン） 

白ワイン用ぶどう品種 

プティマンサン 

 

自己の酒類の製造場の所在地： 

つくば市栗原地区（平成 32 年８月製造開始予定） 

 


